
  「第７回 行政不服審査交流会」開催のご案内 

 

【オンライン開催（Zoom方式）】 
 

 

【開催趣旨】 

本交流会は、改正行政不服審査法が施行された平成 28 年度から毎年度行政不服審査制度の運用

に携わっておられる全国の行政不服審査会委員、審理員、事務局職員の方々等の参加を得て開催し

ています。改正行政不服審査法については、総務省の「行政不服審査法の改善に向けた検討会」の

最終報告において、積極的な改善を図るべきとして、①審理手続の担い手の確保・育成、②不服申

立てに関わる各主体の体制整備、③運用マニュアルに沿った手続の徹底、④国民に対する情報提供

及び審査庁・処分庁間の連携の推進、⑤行政不服審査会等の答申における付言の活用が指摘されま

した。 

(参考)行政不服審査法の改善に向けた検討会最終報告(令和４年１月) 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000787650.pdf 

この機会に全国の行政不服審査業務に携わっておられる方々が上記の検討会の最終報告を含め、

行政不服審査制度の運用上あるいは制度上の改善事項について意見交換を行うことは極めて意義

のあることと考えます。多数の方々のご参加をいただきますようご案内申し上げます。 

今回も昨年度に引き続き、「分科会」による意見交換の場を設けます。活発な意見交換とするた

め、あらかじめ多くの意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます  

なお、今回も昨年度と同様、オンライン（Zoom方式）により開催いたします。                             

【開催要領】 

開催日時 令和４年12月12日（月）13時00分～17時00分 

主 催 一般財団法人 行政管理研究センター 

後  援 総務省行政管理局 

企画協力 行政不服審査交流会企画会議（代表：高橋滋氏） 

開催方法 オンラインによる開催。ツールはZoomを使います。Zoomの使用経験のない方は、

別紙「第７回行政不服審査交流会（参加申込書）」に記載の注記をご参照ください。

https://zoom.us/test 

定  員 500人 

参 加 費 5,000円：参加費は令和4年12月12日（月）までに『銀行振込』により送金願いま

す。会計手続上、事後払いとなる等、このほかの支払方法を希望される場合は、下記

の問い合わせ先にご相談ください。 

＜振込先＞ 

三井住友銀行東京公務部支店・普通預金口座 5027 一般財団法人行政管理研究セン

ター 

申込方法 別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、一般財団法人行政管理研究センター宛

E‐mail：forum＠iam.or.jp でお申し込みください。なお、別紙に記載した参加申込

URL・QＲコードからもお申込みいただけます。お申し込みいただいた順に参加登録

をさせていただき、申込書に登録されたアドレス宛に参加に必要なＩＤ及びパスコー

ドを送信します。 

申込締切 令和４年12月５日（月） 

  

問い合わせ先 

一般財団法人行政管理研究センター 担当：加藤 義彦、藤森 恭子 

〒113－0034 東京都文京区湯島３丁目31－１ 中川ビル５階 

電話：03-5969-8211  E‐mail：forum＠iam.or.jp 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000787650.pdf
https://zoom.us/test


 

第７回行政不服審査交流会プログラム 

－オンライン（Zoom方式）交流会― 

 

◎ 開催日時：令和４年12月12日（月）13時00分～17時00分 

◎ 受付開始：令和４年12月12日（月）12時45分 

 

１ 開会挨拶：５分（13時00分～13時05分） 

  挨 拶：高橋
たかはし

滋
しげる

氏（東京都行政不服審査会会長、法政大学法学部教授） 

 

２ 国の審査会委員からの報告：30分（13時05分～13時35分） 

  報告者：野口
の ぐ ち

貴公
き く

美
み

氏（総務省行政不服審査会委員、一橋大学大学院法学研究科教授） 

 

３ 地方の審査会委員からの報告：30分（13時35分～14時05分） 

  報告者：平井
ひ ら い

文
ぶん

三
ぞう

氏（武蔵野市行政不服審査会会長、亜細亜大学法学部教授） 

 

休憩（14時05分～14時20分） 

 

４ 分科会における意見交換：60分（14時20分～15時20分） 

・第１分科会：行政不服審査制度全般 

 〇コーディネーター：折橋
おりはし

洋介
ようすけ

氏（広島県行政不服審査会委員、福山市行政不服審査会会長、 

呉市行政不服審査会委員、広島大学法学部教授） 

 

・第２分科会：行政不服審査会・同事務局関係 

〇コーディネーター： 田中
た な か

良
よし

弘
ひろ

氏（滋賀県行政不服審査会委員、取手市行政不服審査会会長、 

立命館大学法学部教授、弁護士） 

 

 ・第３分科会：審理員、審査庁、処分庁関係 

〇コーディネーター：大江
お お え

裕幸
ひろゆき

氏（宮城県行政不服審査会委員、東北大学大学院法学研究科 

教授） 

   

休憩（15時20分～15時40分） 

 

５ 全体会議：80分（15時40分～17時00分） 

 ・コーディネーターから分科会における意見交換の概要を報告：45分（各分科会15分程度） 

・意見交換：35分程度 

〇司会進行：高橋滋氏 

 

６ 閉会（17時00分） 

 



別紙           第７回行政不服審査交流会 

（参加申込書） 

参 加 者 氏 名  

所属団体（審査会等）名  

現 職 

 

□審査会委員、   □審査会事務局職員、 □審理員・同補助者、 

□審査庁・処分庁職員、□その他 
 

参加希望分科会 □第 1 分科会、    □第 2 分科会、    □第 3 分科会 
 

意見交換希望事項 

（ ）審査・審理期間等     （ ）弁明書、反論書、物件の提 

（ ）口頭意見陳述         出要求等    

（ ）提出書類の閲覧         （ ）審査請求人への対応   

 （ ）答申・裁決、           （ ）付言（行政運営の改善） 

 （ ）体制                   （ ）関係者の資質向上        

 

※別添資料「第７回行政不服審査交流会分科会における意見交換事項 

（例示）」を参照し、希望する意見交換事項を三つまで上記の（ ） 

内に順位（１～３）を記入してください。 

 
 

メールアドレス  

電 話  

【参加申込 URL・QＲコード】 

https://customform.jp/form/input/120915 

 

（注） 

・メールアドレスは必ずご記入願います。 

 ・上記のアドレス宛に参加に必要なＩＤ及びパスコードを送信します。 

・初めて Zoom を利用される方は、事前に次の URL（https://zoom.us/test）でテストを

お願いします。Zoom の利用の際には、通常 PC、タブレット、スマートフォンに Zoom

アプリをインストールしますが、PC から接続の場合はアプリをインストールせずに

Web ブラウザ（Google Chrome, Edge, Firefox 等）による参加も可能です。また、イ

ンターネットに接続していれば、私物の PC、タブレット、スマートフォン、さらには

自宅からでも参加可能です。 

 ・ご記入いただいた個人情報は、参加者名簿の作成及び当センターからの各種情報の提

供に使わせていただきます。 

 

 

https://customform.jp/form/input/120915


 

別添資料 

第７回行政不服審査交流会分科会における意見交換事項（例示） 

 

分科会は、参加者の皆様から寄せられた「意見交換内容に係る情報」、「行政不服審査法の改善に向けた最終報告(令和４年１月)」等を素

材に現場における悩み、工夫の状況等について意見交換を行い、それぞれの団体における運用改善の一助に資することを目的とする。 

 

 

事  項 
第 1 分科会 

不服審査制度全般 

第２分科会 

不服審査会、同事務局関係 

第３分科会 

審査庁・審理員・処分庁関係 

①審査・審

理期間等 

右の２欄に例示し

た事項のほか、意見

交換事項に制約は

ない。異なった立場

の参加者による自

由な意見交換を期

待 

・大量請求事案、争点が共通する事案への対応 

・審査会審議の進行管理方策 

・オンラインによる審査会の開催 

・調査審議手続の計画的遂行 

 

・標準審理期間の設定 

・大量請求事案、争点が共通する事案への対応 

・審理員の指名の迅速化 

・審理手続（弁明書、反論書、口頭意見陳述、提出書類の閲覧、

審査請求書の補正等）の計画的遂行 

 

②弁明書、

反論書、

物件の提

出要求等 

同上 

 

 

 

・審査関係人に対する主張書面の提出要求 

 

・弁明書、反論書の記載内容の充実化 

・第三者に対する物件提出要求 

 

③口頭意見

陳述、意

見の陳述 

同上 ・意見の陳述における申立人の陳述制限や代理人の出席

制限 

・オンラインによる意見の陳述の実施 

・口頭意見陳述における申立人の陳述制限や代理人の出席制限 

 

・オンラインによる口頭意見陳述の実施 

④提出書類

の閲覧 

 

同上 ・意見の陳述や職権調査の結果の書面化と閲覧 

・謄写の許容及び職権交付 

・審査会に提出された書類等の審査庁への送付 

・口頭意見陳述や職権調査の結果等の閲覧 

・謄写の許容及び職権交付 

・提出書類等の閲覧と非開示情報の取扱い 



事  項 
第 1 分科会 

不服審査制度全般 

第２分科会 

不服審査会、同事務局関係 

第３分科会 

審査庁・審理員・処分庁関係 

⑤審査請求

人への対

応 

 

同上 ・意見の陳述時における審査請求人への対応 

 

・口頭意見陳述時における審査請求人への対応 

・審査請求書の補正 

・処分時における審査請求に関する教示 

・個別案件の処理状況に関する審査請求人への情報提供 

・オンラインによる審査請求の受付 

⑥答申、裁    

決 

同上 ・総務省の裁決・答申 DB の利活用促進方策 

・審査会(委員)から見た審理員意見書の評価 

・審査庁による裁決書の審査会への送付 

・不当性審査 

・総務省の裁決・答申 DB の利活用促進方策 

・全部認容相当や却下相当の場合の諮問の可否 

・答申後、迅速な裁決の確保方策と裁決書の審査会への送付 

・審査庁が地方公共団体の長でない場合の諮問の可否 

・不当性審査 

⑦付言（行

政運営の

改善） 

同上 ・答申における付言の活用と答申における記載方式 

・付言の活用による行政運営の改善とその後のフォロー

アップ 

・審理員意見書における付言の取扱い 

・付言への対応と措置結果の審査会への報告 

 

⑧体制 

 

 

 

同上 ・審査会の設置形態等（単独設置、共同設置、一部事務

組合の活用、事務の委託等） 

・審査会事務の委託 

・審査会委員適任者の確保 

・総合案内所など相談窓口の開設 

 

 

・審理員事務の委託 

・審理員適任者の確保 

・総合案内所など相談窓口の開設 

⑨関係者の

資質向上 

 

同上 ・審査会委員、事務局職員への研修等資質向上方策 

 

 

・審理員、同補助者、関係職員への研修等資質向上方策 

 

 



 

分科会における意見交換に係る情報提供のお願い 

 

 分科会における意見交換を効率的に運営し有用なものとするため、あらかじめ意見交換の内

容について情報提供をお願いいたします。 

【情報提供の例示】 

情報提供事項に制限は設けませんが、現場での工夫事例や困難事例の紹介、業務運営上の課

題、他団体の運営実態の照会、その他疑問点・意見等について情報の提供をお願いします。 

【情報提供の様式】 

後掲の「分科会別意見交換事項整理票」をご利用ください。ただし、必ずしもこの様式にこだわ

るものではありません。匿名を希望される場合は、その旨を注記した上で所属を記載してください。 

【情報提供の提出期限】 

 皆様からの情報の提供は交流会の前日まで受け付けますが、令和４年 12 月１日（木）までに

お送りいただいた情報は、あらかじめ参加者各位に電子メールで提供いたします。 

【情報の提供先】 

電子メール：forum@iam.or.jp 

【問い合わせ先】 

 行政管理研究センター 加藤、藤森   電話：03－5969－8211 

 

分科会別意見交換事項整理票 

 

提供者名  所属  分科会  

意見交換事項  

（意見・質問等の内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:forum@iam.or.jp

